
【主な要求課題】 

・月例給・一時金の改善 

・高齢層職員の給与改定、勤務意欲の維持 

・扶養手当の見直し勧告の阻止 

・自己負担軽減のための手当改善（通勤、住居手当） 

・子育て支援となる休暇制度の充実 

・不払い残業、多忙化の解消に向けた労働時間短縮 

・雇用と年金の接続／・非常勤・臨時職員の処遇改善 

・労働安全衛生体制の充実／・ハラスメント対策の実施 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

岩手県地方公務員共闘会議（議長 佐藤淳

一岩教組委員長）は、８月29日人事委員長あ

てに要請書を提出し、今年の人事委員会闘争を

スタートさせた。要請書は月例給・一時金の改

善、勤務意欲維持に向けた給与改定、扶養手当

見直し阻止、自己負担解消のための手当改善

（通勤・住居手当）、子育て支援の休暇拡充な

どの14項目を掲げ、職員の賃金・労働条件の

改善勧告を求めた。 

要求書提出に当たり、佐藤議長から「地

方の実情を踏まえ、高齢層職員のモチベー

ションの維持、職場の多忙化の解消など山

積している課題改善に向け、全職員が享受

できる勧告をお願いする」と要請し、佐藤

人事委員会事務局長は「現在、人事院勧告

及び民間給与実態調査結果を分析中である。

今回の要請は人事委員会に報告する」と述

べた。 

地公共闘は当面の取組みとして

「大型ハガキ」「要請打電行動」や、交

渉状況により「大衆行動（座り込み）」

を配置することを確認している。人事委

員会闘争に向け、体制強化と多くの組合

員の結集を呼びかけていく。 
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県人勧闘争スター
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要請書を手渡す佐藤議長（右）と、それを受け 

取る人事委員会 佐藤事務局長（左） 

 

砂金良昭前議長の退任に伴い８月２日か 

ら佐藤淳一岩教組委員長が議長に就任し 

ました。地公共闘に結集する７単組の代 

表として要求実現に向け頑張ります。 



 

 

 
  

 人事院は「民間企業での配偶者を巡る手当の見直しが加速している」こと「少子化対

策のため」として配偶者の扶養手当の見直しを勧告した。しかし、その内容は矛盾だら

けの極めて問題がある見直しと断ぜざるを得ない。問題点を検証する。 
 

【矛盾点１】「民間準拠？」実態が伴わない恣意的勧告！ 
 人事院が示した民間給与実態調査では、扶養手当を支給している事業者の78％は「配偶者の手当を見

直す予定はない」としており、実際に見直しを行うとした事業者は９％に過ぎず、『民間準拠』とは名

ばかり。女性の活躍推進の政府要請に応じた恣意的勧告であることは明らかだ。同時に政府は配偶者控

除の税制見直しを示しており、賃金削減と増税に踏み切る政府の思惑に従属した人事院の姿勢に問題あ

りと指摘せざるを得ない。 

【矛盾点２】多くの世帯が賃金改悪に!? 
左表は配偶者と子を扶養する場合の生涯賃金への影響額を

試算した。配偶者＋子１人及び配偶者＋子２人では生涯賃金は

マイナスとなる。配偶者＋子３人で増額となるが、子を扶養す

るには十分な手当額には程遠く、子育て支援の効果は極めて限

定的で、多くの職員は賃金改悪に陥る懸念がある。 

【矛盾点３】手当を必要とする世帯も減額へ 
親の介護に専念すべく配偶者が扶養に入った場合も手当引

き下げになる。手当が必用な世帯に対して減額となり、実態と

乖離した制度の矛盾を指摘しなければならない。 

昨年４月時点の配偶者への扶養手当支給状況は県職員で

4,666 人（扶養手当受給職員の約５割、県職員全体の１／４）を占め、見直しによる影響は深刻だ。問

題だらけの制度には断固反対し、県人勧で拙速な見直しを勧告させない取組みが重要となる。 

 

 

 

 

 

 地公共闘は、来たる９月下旬の人事委員会交渉のヤマ場に

向け、要求事項の共有とともに、職場の多くの仲間の切実な

訴えを人事委員会に直接届けるべく、「大型ハガキ署名」に取

り組む。 

要求実現のためには、組合員一人ひとりが実態を訴え、改

善勧告を強く求めることがカギとなる。組合員をはじめ、職

場の仲間（非常勤・臨時職員を含む）に呼びかけ、最大限の

集約に全力を挙げよう。 
 

 

生涯影響額の試算 

配偶者 ▲2,652,000円 

子（１人当たり） ＋1,094,800円 

配偶者＋子１人＝▲1,557,200円 

配偶者＋子２人＝▲  462,400円 

配偶者＋子３人＝＋ 632,400円 

【試算条件】 

・配偶者の扶養期間30年間 

・子の扶養期間23年間 

・影響額は支給月額・期末手当で算定 

【職場の一言要求欄】 

それぞれの職場課題を訴え、勧告に向け改善要求を突き付けよう！ 


